
通所リハビリテーション・介護予防リハビリテーション

重要事項説明書

＜令和　　年　　月　　日現在＞

１．事業者（法人）の概要

名称・法人種別 医療法人社団　楽生会

代表者名 理事長　皆川　和広

所在地・連絡先

（住所）登別市中央町３丁目２０番地５

（電話）０１４３－８８－０１１１

（FAX）０１４３－８８－０２５５

２．事業所の概要

事業所名 通所リハビリテーション　あゆみ

所在地・連絡先

登別市中央町３丁目１９番地５

（電話）０１４３－８８－０７００

（FAX）０１４３－８８－０８００

事業所番号 ０１１３５１３２２０

施設長 皆川　友宏

利用定員 ２０名

３．事業所の職員体制

区分従業者の種類 人数

（人） 常勤 非常勤

常勤換算後の人数（人）

管理者 １名 １名 ０．１人

医師 １名 １名 ０．９３人

介護職員 ５名 ５名 ５人

　理学療法士 ０名 ０名 　０人

作業療法士 ２名 ２名 ０名 ２．０人

看護師 　　１名 １名 ０．０６人



４．事業の実施地域

事業の実施地域 登別市全域

　　　　※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。

５．営業日

営業日 月曜日～金曜日（土日祝日・開院記念日・お盆・年末年始は休日）

営業時間 ８：３０～１７：００

６．サービスの内容　

種類 内容

食事 食事時間

１２：００～１３：００

利用者の状況に応じて適切な食事介助を行うと共に、食事の自立についても適切な援助

を行います。

入浴 サービス計画書に沿って入浴又は身体の洗身・洗髪のその他必要な入浴の介助を行いま

す。

排泄 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助

を行います。

リハビリテーション 短期集中リハビリ、個別リハビリを実施計画書に沿って行います。

レクリエーション 様々な運動や書道・手工芸等を行います。

健康チェック 医師・看護師が血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。

相談及び援助 新規相談やご利用における様々な相談、又は退所時についての支援も行います。

送迎 自宅から施設までの送迎を行います。朝の送迎時に体調面が思わしくない場合はご利用

が中止になることがあります。

７．利用料

厚生労働省の基準に準ずる。介護保険法の法定利用料に基づく金額です。

（１）所要時間６時間以上７時間未満の場合　　（通所リハビリテーション費）

要介護１　　７１５単位　　　　　　　要介護４　　１１３７単位

要介護２　　８５０単位　　　　　　　要介護５　　１２９０単位

要介護３　　９８１単位

所要時間３時間以上４時間未満の場合

要介護１　　４８６単位　　　　　　　要介護４　　７４３単位

要介護２　　５６５単位　　　　　　　要介護５　　８４２単位

要介護３　　６４３単位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1単位10円

（２）1ヶ月につき　　　（通所リハビリテーション費）



　　　　　要支援１　　2268単位　　　　　　 要支援２　　4228単位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1単位10円

（３）加算

種　　　類 利　用　料

入浴介助加算　Ⅰ

処遇改善加算　Ⅳ

リハビリマネージメント加算Aイ

リハビリテーション提供体制加算

サービス提供体制強化加算Ⅱ

40単位（1日）

単位(１か月)

要介護　560～240単位

（新規者～6ヶ月以降）

12単位24単位（要介護3-4・6-7時間）

要介護・要支援　１回6単位

　（食事代は別）

※1単位10円

・上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者

の居宅サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。

・ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全

額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。

・ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その

場合、利用者は料金表の利用料金全額をお支払ください。

　利用料のお支払と引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。

（4） 介護保険給付対象外サービス

○　食事の提供に要する費用

　食事サービスを受ける方は、食費が必要となります。

１食700円

○　おむつ代

　おむつを使用される方は、おむつ代の実費が必要となります。

リハビリパンツ１１０円・パット５５円

〇介護保険限度額を超過する場合

　（ア）要介護者は介護保険法の法定利用料に準ずる金額と類似させた総額の料金設定とする。

（イ）要支援者は1回の利用料金を以下に分ける

要支援１・・・施設利用料4303円（１回当たり）、送迎代1080円（１回当たり）、

加算分5890円（１ヶ月当たり）

要支援２・・・施設利用料4543円（１回当たり）、送迎代1080円（１回当たり）、

加算分6150円（１ヶ月当たり）



○　事業の実施地域外の送迎費

　事業の実施地域以外の地域にお住いの方は送迎費の実費が必要となります。

○　その他の費用

　通所リハビリテーションサービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係わる費

用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担となります。

　

（５）利用料等のお支払方法

　　預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入下さい。翌月２７日に自動払込され前月分の請求をいたします。

払込後はこちらから入金確認書を送付いたします。毎月、自動引き落しとなる為、口座への入金はお忘れの無いよう

宜しくお願い致します。

８．事業所の特色等

（１）事業の目的

　当通所リハビリテーションは、介護保険法の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅でその有する能力に応じ、自立

した日常生活を営む事が出来るように医学的管理の下で看護、介護、機能訓練等の必要な医療と日常生活上のお世話等

のサービスを提供することで在宅ケアを支援する事を目的としています。

（２）運営方針

　事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるも

のとする。

○　指定通所リハビリテーション事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営む事が出来るよう、必要なリハビリテーションを行うことによって、利用者の心身機能の維持回復を

図るものとする。

○　指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常

生活を営む事が出来るよう、必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利

用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

○　事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、

その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。

（３）その他

事項 内容

通所リハビリテーションサービス計画の作成及び

事後評価

介護支援専門員が立案する介護サービス計画に基づき、通所リ

ハビリテーション計画の作成等を行います。

定期的にカンファレンス（会議等）を開催致しますのでご協力

をお願いします。



９．サービス内容に関する苦情等相談窓口

当事業所お客様相談窓口 窓口責任者：施設長　　皆川　友宏

所在地：登別市中央町３丁目１９番地５

ご利用時間：８：３０～１７：００　　

ご利用方法：電話０１４３－８８－０７００

　　　　　　面接により対応

　　　　　　投書箱を設置

市町村（保険者）の窓口

（利用者の居宅がある市町村｛広域連合｝

の介護保険担当部署）

所在地：登別市中央町６丁目１１番地

電話番号：０１４３－８５－５７２０

受付時間：９：００～１７：００

公的団体の窓口

北海道国民健康保険団体連合会

所在地：札幌市中央区南２条西１４丁目国保会館

　　　　（介護・障碍者支援課・企画苦情係）

電話番号：０１１－２３１－５１６１

　　　　　（内線　６１１０・６１１１）

受付時間：９：００～１７：００

１０．第三者による評価の実施状況

実施日

評価機関名所１　あり

結果の開示 １あり　２なし
第三者による評価の実施状況

２　なし

１１．緊急時等における対応方法

　サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかにお客様の主治医、救急隊、緊急時連絡先（ご家族等）、

居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をします。

主治医 病　院　名

及　び

所　在　地

　氏　　　名

　電話番号

１２．非常災害時の対策

非常時の対応 別途定める消防計画にのっとり対応を行います。



別途定める消防計画にのっとり年　２回避難訓練を行います。

設備名称 個数等 設備名称 個数等　　

スプリンクラー ０ 防火扉・シャッター ３

避難階段 ２ 屋内消火栓 ０

自動火災報知機 あり ガス漏れ探知機 ０

誘導等 あり

避難訓練及び防災設備

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。

消防計画書等 　　消防署への届出日：平成２６年　９月　９日

防火管理者：皆川　友宏

１３．サービス利用に当たっての留意事項

　○　サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。

　○　施設内の設備や器具は本来の用途に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁

償して頂く場合があります。

　○　他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。

　○　所持金品は、自己の責任で管理してください。

　○　施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動はご遠慮ください。

　〇　安心安全な環境が築けるように、各ハラスメント防止にご協力ください。

１４．個人情報保護方針

医療法人社団　楽生会　皆川病院　通所リハビリテーションあゆみは、利用者に介護サービスを提供するにあたり、

利用者が安心して過ごしていただけるよう個人情報保護法に則り、以下のとおり利用者の個人情報に関する方針を定め、

個人情報保護に万全を尽くして参ります。

適用範囲

本方針では、通所リハビリテーションの介護サービスを行うにあたり利用者の個人情報を対象としています。

個人情報の利用目的

利用者から収集した個人情報は、以下の目的で利用します。

・介護サービスを提供するため。

・介護サービスを提供するために、他の事業所との連携、紹介のため。

・介護保険等の事務を行うため。

・利用者様の相談・問い合わせに応じるため。

個人情報の収集

医療法人社団　楽生会　皆川病院　通所リハビリテーションあゆみが介護サービスを提供する場合に、対面・書面・

口頭にて利用者の情報を収集します。また、他の事業所から情報を収集する場合があります。



個人情報の利用

収集した個人情報は、上記の利用目的の範囲内で利用します。

個人情報の第三者への提供

利用者の介護サービスの提供を円滑・最適に行うために、サービス担当者会議等で必要に応じて、個人情報の一部また

は全部を提供することがあります。この場合利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者のご家族の個人

情報を用いる場合はご家族の同意を予め文書で頂いたうえで行います。当方針に定めた利用目的以外で、利用者の同意

を得ずに第三者に提供することはありません。

　また、以下に示す項目のような場合には、利用者への通知や同意を得ずに第三者に提供する事があります。

・法令に基づく場合

・本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益が侵害される場合

・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進に必要な場合

・国の機関等への協力が必要な場合

個人情報の安全管理

医療法人社団　楽生会　皆川病院　通所リハビリテーションあゆみは個人情報の正確性および安全性を確保するため

に、適切な情報セキュリティ対策を実施し、個人情報を紛失・破壊・改ざん・漏洩・不正アクセスから保護し適正に管

理します。

関連法令への遵守

医療法人社団　楽生会　皆川病院　通所リハビリテーションあゆみは、当サービスに適応される個人情報保護に関す

る法令および厚生労働省が定めた個人情報の適切な取り扱いのためのガイドラインなどを遵守します。

個人情報の開示・訂正・削除・利用停止

利用者から個人情報の開示・訂正・削除の要求があった場合には、ご本人の確認をさせていただいた後に対応させてい

ただきます。

お問い合わせ先

本方針に関するご意見やご要望といった相談に関する窓口として、「９．サービス内容に関する苦情等相談窓口」をご

参照下さい。

附則　

この規定は平成25年7月12日から施行する



この規定は平成25年12月24日から施行する

この規定は平成26年2月3日から施行する

この規程は平成26年4月1日から施行する

この規程は平成26年7月1日から施行する

この規程は平成27年4月14日から施行する

この規程は平成27年4月27日から施行する

この規程は平成28年3月7日から施行する

この規程は平成28年5月9日から施行する

この規程は平成28年12月13日から施行する

この規程は平成29年4月1日から施行する

この規程は平成29年7月1日から施行する

この規程は平成29年11月1日から施行する

この規程は平成30年4月1日から施行する

この規程は平成30年6月11日から施行する

この規程は令和元年5月1日から施行する

この規定は令和元年10月1日から施行する

この規定は令和2年2月3日から施行する

この規定は令和2年6月1日から施行する

この規定は令和3年4月1日から施行する

この規定は令和3年5月17日から施行する

この規定は令和4年4月1日から施行する

この規定は令和6年6月1日から施行する

当事業所は、重要事項説明書に基づいて、通所リハビリテーションサービス内容及び重要事項の説明をしました。

令和　　年　　月　　日

　　　　事業者　　　　　　　　住所：〒059-0012　登別市中央町３丁目１９－５

　　　　　　　　　　　　　　　事業者（法人）　名：医療法人社団　楽生会　皆川病院

　　　　　　　　　　　　　　　施　　　設　　　名：在宅サポートセンター　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通所リハビリテーション　あゆみ

　　　　　　　　　　　　　　　事業者番号　　　　：０１１３５１３２２０

　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　：皆川　友宏　　　　　　　　　印



説明者　　　　　　　　　　　　職　　名           主任・作業療法士

　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　高橋　智子　　　　　　　　　

　　　　　

私は、重要事項説明書に基づいて、通所リハビリテーションのサービス内容及び重要事項の説明を受けました。

令和　　年　　月　　日

　　　　利用者　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代理人（選任した場合）　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


